
 

 
「安全の手引き」参考資料 

各種事故・事件・病気の際における対応について 

 

マリ滞在中において、各種事故・事件・病気の際においては、以下のとおりの処理・手続き等

が必要です。 

１．盗難等事件の場合における処理手順 

 

 

            

 

＊１：盗難（紛失）証明は保険請求等手続き、旅券紛失届出等で必要になります。 

＊２：パスポート盗難の場合、上記治安当局への届け出を行い、盗難（紛失）証明の発行

を受けた後、速やかに大使館へ連絡の上、「紛失届出書」による旅券失効手続き及

び「旅券発給申請」による新規旅券発給（場合により、「帰国の為の渡航書」）の手

続きが必要です。なお、当館では、直接、旅券を作成することは出来ませんので、

申請後、約３週間程度必要です。 

２．交通事故に遭遇した場合における処理手順 

 （１）軽度の事故の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）重度の事故の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

盗難事件発生 事件発生住所を管轄する治安当局（警

察）への届け出 

＊盗難（紛失）証明の入手 

大使館への連絡 

軽度の交通事

故発生 

交通警察（ＴＥＬ：１７）への連絡 

＊負傷者がいる場合は救急（ＴＥＬ：

１８）へも連絡。 

交通警察官によ

る現場検証 

交通警察署で

の調書作成 

大使館への連絡 

重度の交通事

故発生 

交通警察（ＴＥＬ：１７）への連絡 

＊負傷者がいる場合は救急（ＴＥＬ：

１８）へも連絡。 

大使館への連絡 

交通警察官によ

る現場検証 

交通警察署で

の調書作成 

大使館への連絡 



 

 

（３）ＯＤＡ関係者の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記の他、経過状況についても適宜大使館及びＪＩＣＡ事務所へ報告して下さい。ま

た、交通事故のみならず、その他各種事故等発生の場合についても、必ず在マリ日本

国大使館及びＪＩＣＡ事務所まで通報して下さい。 

 

３．病気にかかった場合における処理手順 

（１）軽傷の場合 

 

              

（２）重病の場合（入院が予想される場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊緊急移送については、あらかじめ、海外旅行傷害保険の緊急移送に加入しておく必要

があります。 

 
 
 

 

もしくは 

病気罹患 速やかに現地

病院受診 

重病罹患又は

疑い・重傷 

現地病院を受診

大使館へ連絡 

医務官が収容

先病院へ行

き、状況確認 

経過観察 

緊急移送手続

き開始 

以下、大使館のサポ

ートが必要な場合 

交通事故発生

（軽度、重度

問わず） 

大使館へ連絡 

交通警察（ＴＥＬ：１７）への連絡 

＊負傷者がいる場合は救急（ＴＥＬ：

１８）へも連絡。 

ＪＩＣＡへ連絡 

交通警察官によ

る現場検証 

交通警察署で

の調書作成 

大使館へ連絡 

ＪＩＣＡへ連絡 


